
全
日
中
事
務
局
だ
よ
り

■
令
和
４
年
度
文
部
科
省
初
等
中
等
教
育
局

概
算
要
求
に
係
る
説
明
会
概
要
（
一
部
）

○
令
和
３
年
９
月
１７
日
（
金
）
２
時
か
ら
３

時
ま
で
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で

実
施
、
対
象
教
育
関
係
２３
団
体

○
詳
し
く
は
、
全
日
本
中
学
校
長
会
特
報
第

１
号
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度
概
算
要
求
主
要
事
項

個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
の
実

現
に
向
け
た
教
師
等
の
指
導
体
制
の
充
実

１

要
旨

小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の

推
進
や
、
小
学
校
の
３５
人
学
級
の
計
画
的
な

整
備
を
図
り
、
義
務
教
育
９
年
間
を
見
通
し

た
指
導
体
制
に
よ
る
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
質
の
高
い
教
育
の
実
現
を
す
る
と
と
も

に
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
、
複
雑
化
・

困
難
化
す
る
教
育
課
程
へ
対
応
す
る
た
め
の

教
職
員
定
数
の
改
善
を
図
る
。
ま
た
教
師
の

負
担
軽
減
の
た
め
の
教
員
業
務
支
援
員
（
ス

ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
）
や
部
活

動
指
導
員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ン
ウ
ン
セ
ラ
ー
・

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の
支
援

ス
タ
ッ
フ
を
拡
充
す
る
。

２

内
容

（１）

義
務
教
育
国
庫
負
担
金

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、
公
立
の

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
職
員
の
給
与
費
に
つ

い
て
都
道
県
及
び
指
定
都
市
が
負
担
し
た
経

費
の
３
分
の
１
を
国
が
負
担
す
る
も
の
で
あ

る
。・

教
職
員
定
数
の
改
善
（
＋
２，
４
７
５

人
）

・
制
度
改
正
に
伴
う
既
定
の
改
善
（
＋
３，

６
６
０
人
）

・
教
職
員
定
数
の
自
然
減（
▲
６，
９
１
２

人
）

《
教
職
員
定
数
の
改
善
》

１

小
学
校
に
関
す
る
こ
と
で
省
略

２

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
や
複
雑

化
・
困
難
化
す
る
教
育
課
題
へ
の
対
応

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
や
複
雑
化
・

困
難
化
す
る
教
育
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

中
学
校
に
お
け
る
生
徒
指
導
や
支
援
体
制
の

強
化
や
、
学
校
の
運
営
体
制
や
「
チ
ー
ム
学

校
」
の
実
現
に
向
け
た
学
校
の
指
導
体
制
の

基
盤
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
貧
困
等
に
起

因
す
る
学
力
課
題
の
解
消
、
小
規
模
校
や
義

務
教
育
学
校
を
含
む
小
中
一
貫
教
育
へ
の
支

援
の
強
化
を
図
る
た
め
の
加
配
定
数
の
充
実

を
図
る
。（
＋
４
７
５
人
）

《
制
度
改
正
に
伴
う
既
定
の
改
善
》

１

小
学
校
に
関
す
る
こ
と
で
省
略

２

教
育
課
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
基
礎
定

数
化
関
連
（
＋
３
７
０
人
）（
平
成
２９
年

３
月
義
務
教
育
標
準
法
改
正
に
よ
る
基
礎

定
数
化
に
伴
う
定
数
の
増
減
）

・
発
達
障
害
な
ど
の
障
害
の
あ
る
児
童
生

徒
へ
の
通
級
指
導
の
充
実（
＋
５
８
６
人
）

・
外
国
人
児
童
生
徒
に
対
す
る
日
本
語
指

導
教
育
の
充
実
（
＋
１
０
１
人
）

・
初
任
者
研
修
体
制
（
▲
５
２
人
）

※
基
礎
定
数
化
に
伴
う
定
数
減
等
（
▲

２
６
５
人
）

（４６）



《
教
員
給
与
の
見
直
し
》

・
管
理
職
手
当
の
改
善
（
校
長
、
副
校
長
・

教
頭
の
支
給
率
改
善
）

（
参
考：

復
興
特
別
会
計
）

被
災
し
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
心
の
ケ
ア

や
学
習
支
援
の
た
め
、
教
員
定
数
（
６
０
３

人
）
を
別
途
要
求

（２）

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進

の
た
め
の
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
充
実

◆
補
習
等
の
た
め
の
指
導
員
等
派
遣
事
業

（
補
助
率
３
分
の
１
）

多
様
な
支
援
ス
タ
ッ
フ
が
学
校
の
教
育
活

動
に
参
画
す
る
取
組
を
支
援

①
教
員
業
務
支
援
員
（
ス
ク
ー
ル
・
サ

ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
）
の
配
置

学
習
プ
リ
ン
ト
や
家
庭
へ
の
配
布
文
書

等
の
各
種
資
料
の
印
刷
・
配
布
準
備
、

採
点
業
務
の
補
助
や
来
客
・
電
話
対

応
、
消
毒
作
業
等
、
教
員
を
強
力
に
サ

ポ
ー
ト
。
教
師
が
よ
り
児
童
生
徒
へ
の

指
導
や
教
材
研
究
等
に
注
力
で
き
る
体

制
を
整
備
す
る
た
め
、
教
員
業
務
支
援

員
（
ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ

フ
）
の
配
置
を
支
援
（
９，
６
０
０
人

→

２
４，
３
０
０
人
）

※
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
６５
条
の
７
に
該

当
す
る
教
員
業
務
支
援
員

・
想
定
人
材：

地
域
の
人
材
（
卒
業
生
の
保

護
者
な
ど
）

・
実
施
主
体：

都
道
府
県
・
指
定
都
市

・
負
担
割
合：

国
３
分
の
１
、
都
道
府
県
・

指
定
都
市
３
分
の
２

※
教
師
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
事
業
と

し
て
実
施
。
各
自
治
体
に
お
い
て
明
確
な
成

果
目
標
を
設
定
し
、
効
果
の
検
証
を
含
め
て

実
施
す
る
も
の
に
対
し
て
、
補
助
を
行
う
。

②
学
力
向
上
を
目
的
と
し
た
学
校
教
育
活

動
支
援

児
童
生
徒
一
人
一
人
に
あ
っ
た
き
め
細
か

な
対
応
を
実
現
す
る
た
め
、
教
師
に
加
え
て

学
校
教
育
活
動
を
支
援
す
る
人
材
の
配
置
を

支
援
（
１
１，
０
０
０→

１
４，
１
０
０
人
）

③
中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
指
導
員
の
配

置

適
切
な
練
習
時
間
や
休
養
日
の
設
定
な

ど
部
活
動
の
適
正
化
を
進
め
て
い
る
教

育
委
員
会
を
対
象
に
、
部
活
動
指
導
員

の
配
置
の
支
援
（
１
０，
８
０
０
人→

１
１，
４
０
０
人
）

◆
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
充
実

﹇
補
助
率
３
分
の
１
﹈

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
全
公
立
小
中

学
校
へ
の
配
置
（
２
７，
５
０
０
校
）

・
日
本
中
学
校
長
会

◆
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置

充
実
﹇
補
助
率
３
分
の
１
﹈

◆
医
療
的
ケ
ア
看
護
職
員
、
外
部
専
門
家
の

配
置
﹇
補
助
率
３
分
の
１
﹈

◆
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
推
進
事
業

全
国
の
教
育
委
員
会
等
か
ら
集
め
た
業
務

改
善
の
取
組
事
例
の
展
開
、
学
校
の
働
き
方

改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
の
実
施
・
分

析
・
市
町
村
別
結
果
公
表
等
を
通
じ
て
、
教

育
委
員
会
や
各
学
校
に
お
け
る
「
働
き
方
改

革
」
の
自
走
サ
イ
ク
ル
を
構
築
す
る
。

以
下
略

（
事
務
局
長

松
澤

宏
尚
）

（４７）


